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昨年末に平成３１年度予算の政府原案及び税制改正大綱が閣議決定され、１月１８日に

文部科学省から各国立大学法人に対し、国立大学法人運営費交付金を含む国立大学関係予

算等の内容について説明が行われました。 

 

国立大学法人運営費交付金について、極めて厳しい国家財政の中で、１兆９７１億円と前

年同額が確保されるとともに、国土強靭化に係る設備整備に７０億円が特別措置されまし

た。また施設整備費補助金についても、国土強靭化の観点から大幅増額され１，１５５億円

が確保されました。さらに科学研究費助成事業（科研費）について、基金化の拡大を含め、

平成３０年度補正予算において５０億円が措置されるとともに、平成３１年度予算におい

ては８６億円増の２，３７２億円が確保されました。 

一方、平成３１年度税制改正においては、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

が延長されるとともに年齢制限が緩和され、また、学資の貸付けに係る消費貸借契約書の印

紙税の非課税措置が延長されることとなりました。 

 

これらにつきましては、国立大学の役割と取組についての各方面の皆様のご理解とご支

援の賜物であると厚く感謝申し上げます。 

 

しかしながら、運営費交付金について、前年度同額の機能強化経費における再配分３００

億円に加えて、新たに基幹経費のうち７００億円が評価対象経費とされ、毎年度、共通の指

標による評価に基づき傾斜配分されることになり、２０２０年度以降も順次これを拡大す

る方向が示唆されています。 

国立大学が多大の税金によって支えられており、厳格な評価とそれに基づく資源配分が

重要であることは十分認識していますが、このような第３期中期目標期間の途中における

大幅な配分方法の見直しや、評価基準及び評価手法が不明なままに評価対象経費を過度に

大きくすることは、国立大学法人の財政基盤を不安定にするものであり、極めて残念です。 

２０２０年度以降の評価及び予算への反映等については、国立大学協会と十分に協議し

て見直しを行うとともに、第４期中期目標期間（２０２２年度以降）に向けては、国立大学

協会における今後の検討を踏まえ、国立大学法人制度の本旨に則った６年間の中期目標期

間を基本とする評価と資源配分の安定的な仕組みが確立されることを強く要望します。 



 

時代の急速な変遷に迅速に対応して、国立大学は、SDGsの実現、Society5.0と第４次産業

革命、人生１００年時代、グローバリゼーション、地方創生などの我が国が直面する諸課題

に取り組んでいます。今後も、学長のリーダーシップのもとに適切なガバナンス体制を構築

し、教育・研究・社会貢献の諸機能の強化と改革に取り組み、積極的に貢献していく所存で

す。 

 

国立大学が、「知」を基盤とした我が国の持続的な成長発展のために、これらの改革を推

進し、社会を先導する重要な役割を果たしていくことができるよう、その基盤としての運営

費交付金等の拡充及び国立大学法人制度の本旨に則った６年間の中期目標期間を基本とす

る評価と資源配分の安定的な仕組みの確立へ向けて、引き続き各方面の皆様のご理解とご

支援を賜りますことをお願い申し上げます。 

 


